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　春は、進学・就職・転勤などで生活
環境が大きく変わる季節です。新たな
出会いやつながりが増える一方で、SNS上
の知人からの投資勧誘や未熟な知識に
つけ込んだ契約トラブルなど、消費者トラ
ブルが起こりやすい時期でもあります。
　少しでも「おかしいな？」、「困った
な？」と感じたら、お気軽に県消費生活
センターへご相談ください。消費生活
相談員が問題解決へ向けて皆さまを
サポートします。 
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県消費生活センターでは、
・各種消費者トラブルについての
問合せ、相談
・各種専門機関等の紹介
・消費者トラブルについて楽しく
学べる出前講座

などを受け付けています。



４年間住んだアパートを退去したら、貸主からハウスクリーニング代、エアコン洗浄費、壁クロスの張替え等、
約１２万円を請求された。ハウスクリーニング代とエアコン洗浄費は契約書に記載があったので支払うが、
クロスは壁に一部に家具をぶつけて小さな傷ができただけなのに、全面張替え費用を請求された。

国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の住まい方・使い方をしていても生じる
傷みや汚れ、経年劣化によるものは原則として貸主の負担とされています。
ただし、借主が傷をつけた場合は借主側の責任になりますが、最小単位での修理でよいとされています。

契約前に、契約書や重要事項説明書の内容をよく確認しましょう。特に、「禁止事項」や「修繕に関する事項」、
ハウスクリーニングなどの「退去時の費用に関する」事項は必ず確認しましょう。
入居時にはキズや汚れなどの室内の状況を、できる限り貸主・管理会社と一緒に確認し、写真等で記録を
残しておきましょう。

引越しに伴い不用品を回収してもらうために、インターネットで事業者を探して、「定額パック３立方メートル
３万円～」という広告を見て電話したところ、業者が見積もりにきて「もう少し増やしてもこのパックで大丈夫」
と言ったので不用品を追加して依頼した。ところが、作業後に、人件費などを含めて７万円を請求された。
引っ越しのスケジュールに追われていて急いでいたので支払ったが、納得できない。返金してほしい。

事前の見積もりと異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断りましょう。
・当日は作業前に改めて料金や作業内容を確認しましょう。その際、見積もりの料金や作業内容からの変更を
提案されて納得できない場合は、作業前にきっぱりと断りましょう。
・作業中や作業後に、事前に聞いていない高額な料金を請求された場合は、その場での支払いを断りましょう。
もしも、作業員の態度等に身の危険を感じるようなら、警察に連絡を。

不用品の処分は、お住まいの市町が提供する窓口に、余裕をもって依頼しましょう。
市町以外に不用品の処分を依頼する場合は、一般廃棄物処理業の許可業者に依頼しましょう。
※市町のホームページや窓口で、一般廃棄物処理業の許可業者を確認できます。
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スマホに警察官を名乗る人物から電話があり、「あなたの銀行口座が詐欺に
使われている。ビデオ通話なら出頭せずに済む。」等と言われて、ビデオ通話
に誘導された。ビデオ通話では警察手帳を見せられ、「あなたに逮捕状が出て
いる。無実を証明するには、口座の資金を調べる必要がある。」などと言わ
れ、指定された口座に金銭を振り込むよう要求された。

警察官がSNSやビデオ通話で連絡を取ったり、警察手帳や逮捕状の画像
を送ることは決してありません。警察官を名乗る電話があっても慌てず、
所属や担当者名、電話番号、内線番号等を聞いた上でいったん電話を切り、
消費者ホットライン「188」または警察相談専用電話「＃9110」に相談して
ください。

海外からの番号を悪用した詐欺電話が多く確認されています。固定電話であれば、国際電話の発着
信を無償で休止できる「国際電話不取扱受付センター（0120-210-364）」への申込みが可能です。
携帯電話では、国際電話からの着信を制限するアプリ『警視庁防犯アプリ「デジポリス」』等を利用する
方法があります。

欲しかったブランドのスニーカーが、通常価格の半額で販売されている
通販サイトを見つけたため購入した。しかし、販売事業者から「欠品のため
コード決済アプリで返金する」と連絡があり、指示に従ってコード決済ア
プリを操作したところ、「返金」を受けるはずが、気づいたときには、こちら
から「送金」してしまっていた。

一度コード決済で送金してしまうと、相手から返金を受けることは非常に
困難です。サイト上に欲しい商品が掲載されていても、極端に安い価格で
あったり、日本語が不自然であったりする場合には特に注意が必要です。 

通販サイトを利用する際は、次の点に注意しましょう。
①公式の通販サイトのURLかどうか　
②連絡先（電話番号・メールアドレスなど）が明記されているか　
③商品価格が極端に安くないか　
④支払方法が限定されていないか（前払いのみ・コード決済のみ など）
⑤日本語が不自然ではないか　
少しでも不審な点がある場合は、取引をしないようにしましょう。

逮捕状



　高齢者は在宅している時間が長く、訪問販売や訪問購入、電話勧誘販売などの突然の勧誘を
受けやすく、消費者トラブルに合う可能性が高まります。
　訪問での勧誘では、よく考える時間も比較する余裕もなく、契約してしまいがちです。
　強引な勧誘や長時間におよぶ勧誘、ウソの説明、説明不足などの問題もみられます。
　その場で契約することは避け、家族等と相談し、本当に必要かどうか慎重に判断しましょう。

相談
事例 契約している電力会社に委託さ

れたと言う業者から「分電盤の
点検をする」と電話があった。後
日訪問してきて、点検後に「分電
盤が古いので漏電する可能性も

ある。危険なので交換した方がいい」と言われ
た。漏電したら困ると思い、約23万円で契約
し、数日後に工事予定である。念のため、契約
している電力会社に確認したところ「この業
者は当社とは関係ない」と言われた。不審なの
で解約したい。

相談
事例 業者が突然訪ねてきて、「ガス

給湯器の点検に回っている」と
言われたので話を聞いてし
まった。業者は道路から給湯器
を見た様子で「すぐに交換しな

ければ危ない」と言ってきた。最近交換した
ばかりなので不審に思ったが、もし不具合
がありお風呂にも入れなくなったら大変だ
と思い、承諾してしまった。費用は約50万円
だという。高額で、不審なのでこの契約を
解約したい。
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必ず誰かに相談し、後日あらためて判断するように
しましょう。

その場で契約しない。

家族や知人に同席してもらいましょう。

業者の訪問を承諾した場合は一人で
対応しない。

「いりません」「お断りします」とはっきり
伝えましょう。

不要な場合は、早めにきっぱり断る。

内容をよく確認し、心配なときは早めに相談しましょう。
※契約後８日以内ならクーリング・オフできる場合が
あります。

契約するときは、必ず契約書面を受け取る。
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　1月28日、福井商業高校3年生43名を対象に
出前講座を実施しました。
講座の中では、ネット通販を利用する際に注意
すべきポイントや警察官をかたる詐欺、闇バイト
についてなど新生活を迎えるにあたり気をつけて
欲しいこと等についてお話ししました。
　生徒たちは講師の話に耳を傾け、紹介された
事例にうなずく姿が見られました。新生活に
関わる内容であり、自分に関係する点を確かめる
ように聞いていました。

　1月26日、坂井高校2年生27名を対象に
J-FLECより講師をお招きし、「大人となる前に
知って欲しいお金の話」をテーマに出前講座を
実施しました。講義の中では、お金について
正しく理解し、賢く行動するための金融リテラ
シーについてのお話がありました。
　生徒からは、「知らなかったことが多く、将来
に役立ちそう」「カードや契約の仕組みを早め
に知れてよかった」といった感想が寄せられ
ました。

　若者の消費者トラブルの被害防止を呼び掛けるために、１月に「福井駅」と「県立大学小浜キャンパス」
で街頭啓発と県内各地で巡回パネル展を実施しました。
　パネルでは、ネットにおける偽物や定期購入のトラブル、闇バイトや副業サイトの勧誘、マルチ商法、
サブスクの自動課金に関する問題など、若者に多く見られる事例を紹介し、「その場ですぐ契約しない」
「うまい話に注意する」などの注意点を呼び掛けました。

　仁愛女子短期大学と連携し、若者の消費者
トラブル防止を目的とした啓発ショート動画を
作成しました。動画作成では、生活経営学を学ぶ
学生の皆さんと若者に伝わる発信方法などを
話し合い、 学生の皆様が中心となって制作を
進めてくれました。 
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●使っている年数を確認
●10年を目安に買い替えを考える
●年に1回は点検・掃除
●無理に使い続けない
●迷ったら家族や販売店に相談
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自転車を利用するすべての人は、事故の被害を
軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりま
しょう。
児童・幼児を保護する責任のある人は乗車用
ヘルメットをかぶらせましょう。



安全・安心に暮らすための
情報を発信しています。

安全安心ふくい
X(エックス)

発　行

福井県防災安全部県民安全課

福井県消費生活センター
〒910－0858 福井市手寄１丁目４－１（AOSSA７階）

0776－22－8190
0776－22－1102

福井県嶺南消費生活センター
〒917－0069 小浜市小浜白鬚112（白鬚業務棟３階）

0770－52－7831
0770－52－7830

消費者ホットライン

発行日／令和8年3月

①最近の相談事例（インターネットトラブル、訪問購入、
点検商法）やトラブルに遭わないための対策、
　クーリング・オフ制度など
②製品事故、子どものけがや誤飲などの事故の防ぎ方

①学校、公民館、 職場、老人会、
　各種サークル、
　子育て支援センター、子ども会等
②原則、月～金曜日の10時～16時

開催する１か月前までに県消費生活センターにお電話
ください。日時などをご相談した後、ホームページの
依頼書をご提出ください。
※講座の講師派遣費用は無料です。ただし、会場に
つきましては実施団体でご準備ください。

❶スマートフォンでカメラを起動します。
❷カメラをＱＲコードにかざし、読み取りたいＱＲコードをタップします。
❸表示された通知（ＵＲＬ）をタップすると、アンケートのページへ移動できます。

※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


